
付 議 第 ３ 号

地方自治法の規定に基づく補助執行の協議に関する議案

別紙のとおり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条の２の規定に

より、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号）の成立に伴

い、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）が一部改正されたため、新たに行う

こととなる事務を教育次長に補助執行させることについて、知事から協議があ

りましたので、これに同意することについて、議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(26) 知事の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助

機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し、同意等をすること。
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

告 示

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 告 示 第 号

平 成 15年 ４ 月 高 知 県 告 示 第 225号 （ 地 方 自 治 法 第 180条 の ２ の 規

定 に 基 づ く 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 補 助 執 行 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 31日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

１ の (１ )セ 中 「 ス 」 を 「 ソ 」 に 改 め 、 １ の (１ )中 セ を タ と し 、

ス の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

セ 特 定 登 録 取 消 者 の 保 育 士 の 登 録 （ 法 第 18条 の 20の ２ ）

ソ 保 育 士 が 欠 格 事 由 に 該 当 す る と 認 め た 旨 等 の 報 告 の 受 理

（ 法 第 18条 の 20の ３ 第 １ 項 ）

告 示

◎ 告 示 （ 地 方 自 治 法 第 1 8 0条 の ２ の 規 定

に 基 づ く 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 補

助 執 行 ） の 一 部 改 正 （ 行 政 管 理 課 ）
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新 旧 対 照 表

改正後 改正前

○地方自治法第180条の２の規定に基づく知事の権限に属する事務の補

助執行

○地方自治法第180条の２の規定に基づく知事の権限に属する事務の補

助執行

１ 補助執行させる事務 １ 補助執行させる事務

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下この号において「法」とい

う。）に関する次に掲げる事務

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下この号において「法」とい

う。）に関する次に掲げる事務

ア～ス 略 ア～ス 略

セ 特定登録取消者の保育士の登録（法第18条の20の２） セ アからスまでに掲げるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試

験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事務

ソ 保育士が欠格事由等に該当する旨の報告の受理（法第18条の20の３

第１項）

タ アからソまでに掲げるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試

験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事務

(２) 略 (２) 略

２・３ 略 ２・３ 略
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参考資料３

児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号) ［令和５年４月１日施行］ 抜粋

〔登録の取消し〕

第十八条の十九 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 第十八条の五各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至つた場合

二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

三 第一号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等（教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和三年法律

第五十七号）第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。）を行つたと認められる場合

② 都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を

定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

〔登録の消除〕

第十八条の二十 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

〔特定登録取消者の保育士の登録〕

第十八条の二十の二 都道府県知事は、次に掲げる者（第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特

定登録取消者」という。）については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況そ

の他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。

一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士又は国家戦略特別区域限定保育士（国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規

定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号及び第三項において同じ。）の登録を取り消された者

二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士又は国

家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

② 都道府県知事は、前項の規定により保育士の登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなけ

ればならない。

③ 都道府県知事は、第一項の規定による保育士の登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定によ

り保育士の登録を取り消した都道府県知事（国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定によ

り国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。）その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者につい

てその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士の登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めること

ができる。

〔報告義務〕

第十八条の二十の三 保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しく

は第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知

事に報告しなければならない。

② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告（虚偽であるもの及び過失によるもの

を除く。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。

地方自治法第180条の２の規定に基づく知事の権限に属する事務の補助執行（平成15年４月１日告示第225号） 抜粋

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規定に基づき、知事の権限に属する事務を次のとおり補助執行させる。

１ 補助執行させる事務

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。）に関する次に掲げる事務

ア 指定保育士養成施設の指定（法第18条の６第１号）

イ 指定保育士養成施設の長からの報告の徴収等（法第18条の７第１項）

ウ 保育士試験の実施（法第18条の８第２項）
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エ 指定試験機関の指定（法第18条の９第１項）

オ 指定試験機関の役員の選任及び解任の認可等（法第18条の10）

カ 指定試験機関の保育士試験委員の選任及び解任の認可等（法第18条の11第２項において準用する法第18条の10）

キ 指定試験機関の試験事務規程に係る認可（法第18条の13第１項）

ク 指定試験機関の毎事業年度の事業計画及び収支予算に係る認可（法第18条の14）

ケ 指定試験機関に対する監督命令（法第18条の15）

コ 指定試験機関に対する報告の徴収及び立入検査（法第18条の16第１項）

サ 保育士登録証の交付（法第18条の18第３項）

シ 保育士の登録の取消し及び名称の使用停止命令（法第18条の19）

ス 保育士の登録の消除（法第18条の20

セ アからスまでに掲げるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な

事務

２ 補助執行させる相手方

高知県教育次長

３ 補助執行させる年月日

平成15年４月１日

7




